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番号　 項目 要望・質問事項 補足説明 回　答　内　容
実施の可

否
実施可能な
時期の目安

実施の可否・実施可能な時
期の目安に関する補足説
明

1 市の施設について
公民館、児童館、中央図書館等の駐
車場に車止めの設置をしてほしい

雨の日などは車利用が多いため、バックの
際に車止めがあると安心

　日頃より利用者の皆様が快適にお使いいただけるよう、施設管理に努
めているところでありますが、限られた予算の中で設備の故障や施設の
安全確保のための修繕が優先となっております。車止めにつきましても
利用者等の安全確保における必要性は認識しておりますことから、今
後、設置の可否も含め検討させていただきます。引き続き、施設管理・運
営にご理解いただきますようお願いいたします。
　きよはら児童館の施設は、東京都から許可を得て借り受けているもので
ありますが、一般市民が駐車するスペース自体が不足している状況にあ
ることから、東京都の意向を確認する必要があると思われます。

-

2 通学路について
登下校中のパトロールを強化してほし
い

最近の不審者等の情報が多いため
　子どもたちの見守り活動として青色回転灯パトロールカーによる巡行パ
トロールを実施しておりますが、不審者情報に基づき、出没地域を重点
的にパトロールするなど、強化に努めてまいります。

-

3 通学路について 歩道の整備をして安全確保してほしい
交通量が多くスピードを出した車が多い、
歩道が狭い、水はけが悪い等危険
※1 詳しい場所は別紙

②につきましては、道路幅員が狭く歩道の設置が難しいため、令和3年8
月にポールコーンを設置いたしました。
③につきましても、歩道の設置が難しいため、②と同様にポールコーン
の設置を検討する考えであります。
④につきましては、旧カシオ跡地の整備の時期に合わせて交通安全対
策を検討する考えであります。
・森永東の道路につきましては、道路幅員が一定でなく、歩道の設置が
難しいため、路面標示やポールコーンの設置等の安全対策を検討する
考えであります。
・イトーヨーカドー南の道路につきましては、マンションの自主管理歩道
があり、有効幅員が2.0mあるため、十分な幅員であると判断いたします。

不可

代替案の検討は以下の時
期を予定しております。
①は、完了
③は、次年度内
④は、未定
森永東は、次年度内

4 通学路について
監視カメラ、照明、防犯看板の設置を
してほしい

森永工場周辺道路は塀が高く薄暗いため
事件、事故の発生を防止するために設置し
てほしい

　通学路の防犯カメラにつきましては、教育委員会において令和３年度
中の設置を進めております。設置場所につきましては、学校関係者や警
察と連携して市内全域を精査しているとのことであります。現在のところ、
その他について設置の予定はありません。
　防犯看板の設置につきましては、現状を確認し、簡易に設置が可能な
場所があれば、検討してまいります。

-

5 通学路について カーブミラーを設置してほしい
歩行者から車がみえにくい場所がある　　※
2 詳しい場所は別紙

　現地を確認しましたが、道路反射鏡の設置は必要ないものと判断しま
す。
　なお、道路反射鏡の設置につきましては、車両が見通しの悪い道路屈
曲部及び交差点等に補助的に設置するものでありますことから、歩行者
の方は道路反射鏡に頼ることなく、目視にて安全確認をして通行するよ
うお願いいたします。

不可

各単位PTAからの要望事項及び質問事項 要望事項等に対する回答



6 防犯について
夜間のパトロール強化、街灯の設置を
してほしい

地域住民の協力または有償ボランティアな
どの活用も考えてほしい

　夜間のパトロールにつきましては、市防犯協会や各自治会の協力のも
と可能な範囲で対応していただいております。
   市としましては、 子どもたちの見守り活動として青色回転灯パトロール
カーによる巡行パトロールを実施しておりますが、不審者情報に基づき、
出没地域を重点的にパトロールするなど、強化に努めてまいります。
　なお、街路灯については、要望がありました範囲において、現地で照
度状況等を確認しました結果、通常の照度が保たれており、街路灯の増
設は必要ありません。

-

7 喫煙場所について 喫煙所の設置場所を考えてほしい
立野のセブンイレブン、公民館入り口の喫
煙所は人通りも多いため迷惑になっている

  市役所敷地内（中央公民館西側）の屋外公衆喫煙所につきましては、
煙や臭いが路上に全く漏れないわけではありませんが、喫煙所を囲う壁
の高さを２メートル以上確保するなど、厚生労働省が定める「屋外分煙施
設の技術的留意事項」を遵守した設置となっております。
　また、市内の店舗等における屋外喫煙所については、各事業所にお
ける配慮のもと、設置しているものと考えております。

不可


